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1.1.商品に関する相談対応の区分商品に関する相談対応の区分

相談

問い合わせクレーム

重大クレーム
・クレームの中で特に大きな被害、影響が想定されるもの

1.健康被害を起こした、または起こす可能性がある。

（下痢、怪我、カビ発生、危険異物の混入、腐敗・酸敗、容器の爆発）

2.法令違反、またはその可能性がある。

（賞味期限表示なし、量目不足、添加物・アレルゲン表示漏れ）

3.ブランド価値の損失、またはその可能性がある。

（賞味期限が過ぎたものを出荷した。お客様の商品価値を著しく損ね
た。規格外製品を出荷した。）

4.その他

（当該商品の所管部門長が判定）

リコール
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2.2.通常のクレーム対応フロー通常のクレーム対応フロー

購入店お客様 担当営業部門

お客様相談センター

事業部門 … 商品企画・開発 マネジメント担当

調査部門 … 製造工場品質管理担当

お客様相談センター

•提起内容・対応状況記録・お客様の調査希望内容記録
•当日製造ロットでの同一提起の発生の有無を確認
•代わりの商品及び、お詫びの商品をお客様に送付

•拡がりの可能性確認 ※
•調査部門への具体的調査指示

•提起内容確認→発生原因調査→調査回答書作成
•（生産当日状況・現状の生産ライン調査／提起品や保存品の分析→原因を特定）
•自社原因による発生の場合は、是正対策を策定・実施
•拡がりの可能性推定※

•調査結果／回答内容の確認
•調査部門の拡がりの可能性の妥当性確認 ※
•自社責任の場合、是正対策の妥当性確認

•調査結果に基づき、お客様の調査希望内容に応えているか、わかりにくい点はないかなど確認
•お客様宛回答文書を作成し、送付あるいは、訪問により説明。

提起 提起・受付

提起（電話・手紙・メール）

※拡がりの可能性がある場合は、「品質緊急対応基準」に則って緊急会議にて対応判断

訪問

＜味の素㈱ 家庭用商品 ｸﾚｰﾑ対応ﾌﾛｰ＞

事業部門 … 商品企画・開発 マネジメント担当
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電話

メール

手紙

お
客
様

受

付

お
客
様
相
談
セ
ン
タ
ー現物

営業

ｸﾚｰﾑ管理ｼｽﾃﾑ

現物
確認

事業部

開発生産企画部

初期
対応

原因
究明

是正
処置

生産部門(工場･委託先)

是正
確認

開発生産企画部

重大クレームは
Ｃ品質保証会議へ

お
客
様

代替品

3.3.クレーム対応と是正処置クレーム対応と是正処置

終了確認入力

事業部 お客様の声会議

回答
文書 営業
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4.商品回収の仕組み

品質緊急対応会議
・原因の特定
・重大さの判定
・影響する製品の範囲
の明確化(遡及と追求)

回収の判断

緊急対応会議
商品所管事業部長、品質保証部長
広報・ＣＳＲ部長、総務・リスク
管理部長、カンパニー品質保証責
任者

回収判断の基準
お客様の健康への影響、法令への
適合、企業姿勢（社会的責任）

商品回収
・お客様への告知
・行政への報告
・マスコミへの伝達

再発防止

品質緊急情報
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5.商品回収の意思決定

○重大クレームの発生、または発生が予想される場合

味の素品質保証システムにおける

①「品質緊急対応会議」 が召集され

②「品質緊急対応基準」 に照らして

会社としての対応が協議・決定される。

＊品質緊急対応会議： 当該商品所管事業部長、品質保証部長、広報・CSR部長、

総務リスク管理部長、カンパニー品質保証責任者

＊品質緊急対応基準：味の素品質保証システムにおいて定められた基準書。

商品の品質に関する理由により商品を回収する場合等の対応基準を定め緊急

事態に迅速に対応し、顧客への被害を最小限に抑え、会社の信用・信頼を確
保することを目的とする。

目的 ・適用範囲 ・用語定義 ・関連文書 ・対応手順 等を定めている。
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7.7.商品回収の種類商品回収の種類

1.「リコール」 社告、プレスリリース等により、社会に告知、
公表して商品の回収を行うこと。

2.「流通回収」 小売店店頭、卸店から回収すること。

3.「出荷停止」 当社管轄下にある倉庫からの出荷を停止

し、回収すること。
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8.商品回収時・後のフォロー

回収方針：-＞問題となった商品の全数回収が原則。

特に危険異物の場合は、製造ﾛｯﾄを特定し、回収率も管理する。

但し、食品の場合、既に食してしまっている場合や、消費者が自ら

判断し回収に至らないｹｰｽもあり、全数を回収できた例はない。

回収開始後：-＞品質緊急対応会議のもと、商品所管部門を中心として、回収作業、

回収の進捗状況、問題点の把握、対応策の決定等を適宜行う。

（開始後、原則1回/日、総括会議を開催し経過を共有する。）

回収率判断：-＞対象となる商品数が回収されるまで回収作業は継続させるが、期間

が長期に及ぶこともあり、結果として全数回収せず自然終了となる

場合が多い。

告知の回数：-＞新聞等については開始時の1回のみというｹｰｽが殆ど。その後は

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞやお客様相談ｾﾝﾀｰでの対応等において、継続して周知

を図る努力は行なう。

相談対応：-＞お客様相談ｾﾝﾀｰにおいては、終了宣言のない限り、回収対応を継続。


